
タムラ製作所健康保険組合

健康保険 出産育児一時金 支給申請書 記入の手引き

被保険者または被扶養者が出産したときの費用の補助として支給されます。
（医療機関等で出産育児一時金の直接支払制度を利用しなかった場合）

申請書は２ページです。漏れなく正確にご記入ください。

１/２ページ ２/２ページ

添付書類をご用意ください。

次ページに記入例があります。ご提出・お問合せ先

05.04

申請書は、家族（被扶養
者）の出産育児一時金支
給申請であっても、被保
険者ご自身がご記入くだ
さい。

被保険者が亡くなられて
いる場合は、相続人の方
が申請者としてご記入く
ださい。

家 族

被保険者

必ず添付いただくもの

以下に当てはまる場合に添付いただくもの(いずれも原本が必要です)

申請書に医師・助産師または
市区町村長の証明を
受けられない場合

出生が確認できる書類
戸籍謄（抄）本、戸籍記載事項証明書、登録標記載事項証明書、
出生届受理証明書、母子健康手帳（原本提示）、住民票など

死産が確認できる書類
（死産証書（死胎検案書）など）

※証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。
（翻訳文には、翻訳者が署名し住所および電話番号を明記してください。）
※被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合は、被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等の原本を添付
してください。

①医療機関等から交付される直接支払制度を利用していないことを証明する書類のコピー
（領収・明細書に「直接支払制度を利用していない旨」が記載されている場合は、そのコピーを添付
いただければ結構です）

②産科医療保障制度の対象分娩である場合には、その旨を証する所定の押印のある領収・明細書のコピー
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記入例 出産育児一時金支給申請書

１ページ

➍ 被保険者の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄へ記載してください。
マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。本人確認をするた
めの添付書類は通知カードのコピーや、個人番号が記載された住民票の写し等の添付が必要となります。

➌ タムラ製作所健康保険組合に加入している会社にお勤めの方は振込先指定口座は記入不要です。口座名義の区分
を「２.代理人」を指定し、下の受取代理人の欄の被保険者欄に記名ください。
それ以外の方（任意継続被保険者等）は振込先指定口座を記入し、口座名義の区分は「１．申請者」を指定して
ください。受取代理人の欄は記入不要です。

➋ 家族(被扶養者)が受診した場合
でも、被保険者の氏名などの情
報をご記入ください。

被保険者が亡くなられて、相続
人の方が申請される場合は、申
請される方の氏名をご記入くだ
さい。(住所・振込口座も同様で
す。）
※生年月日は「被保険者」の生
年月日をご記入ください。

記号・番号は被保険者証
に記載されています。

➊

ご記入事項を訂正される場合、訂正箇所を二重線で抹消し、
正しい内容をご記入ください。



２ページ

記入漏れや誤りが多いところ（特にご注意ください。）

➎

➏

死産の場合は、死産時数とともに妊娠からの週数と日数をそれぞれご記入ください。
例）妊娠からの日数が８６日の場合「満１２週」、「８６日」とご記入ください。

多児出産の場合は、すべての出生時の氏名をご記入ください。
死産・流産・人工中絶の場合は、記載不要です。

次ページに出産育児一時金の支給要件等について案内があります。

➐ 「医師・助産師による出産証明」または「市区町村長による出生に関して戸籍に記載した事項等の
証明」を受けてください。死産の場合は、医師・助産師に限って証明を受けてください。
証明を受けることができない場合は、「出生（死産）が確認できる書類」を添付してください。

※訂正が必要な場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容を証明者(医師・助産師・市区町村
長)より記入してもらってください。市区町村長による証明の場合は、二重線の近くにフルネーム
の署名または押印が必要です。



出産育児一時金の支給要件等

被保険者または家族（被扶養者）が、妊娠４か月（８５日)以上で出産をしたこと。
早産、死産、流産、人工妊娠中絶（経済的理由によるものも含む）も支給対象として含まれます。

支給を受ける条件

被保険者資格喪失後に出産した場合

被保険者資格を喪失した場合でも、次の①・②ともに該当した場合は支給をうけることができます。
①資格喪失日の前日（退職日）までに被保険者資格が継続して１年以上（任意継続被保険者期間は除く）あること。
②資格喪失後６か月以内に出産したこと。

※同じ出産に対して出産育児一時金の支給は１回のみです。
資格喪失後６か月以内の出産に対しても支給されるため、支給を受けることができる保険者が
複数ある場合もありますが、重複して支給を受けることはできません。

ご存知ですか？

■窓口負担軽減のための制度

支給額

出産育児一時金には、医療機関等の窓口負担を軽減するための制度があります。

制度名 概要 被保険者が行うこと

①直接支払制度
出産育児一時金を健保から
医療機関等に直接支払う制度

医療機関等と支給申請および受取に
関わる代理契約を締結
（医療機関等が健保に請求）

②受取代理制度
被保険者が受けるべき出産育児一時金
を医療機関等が被保険者に代わって
受け取る制度

専用の申請書を当健保に提出

※①・②ともに医療機関等によって利用可能・不可能がありますので、ご利用については出産を予定している
医療機関等にご相談ください。

なお、直接支払制度・受取代理制度では、出産育児一時金支給額（５０万円または４８万８千円(※)）以下の
場合は、当健保から被保険者へ差額分をお支払いします。その場合、当健保から被保険者の方へ「差額申請
書」をお送りします。「差額申請書」をお受け取りになられましたら、必要事項をご記入のうえ、ご提出くだ
さい。「差額申請書」をお受け取りになられる前に、早期に差額分の受取りを希望される場合は、「内払金支
払依頼書」をご提出ください。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円、令和3年12月31日以前の出産の場合は40万4千円

産科医療保障制度に加入の医療機関等で妊娠週数２２週以降に出産した場合 １児につき５０万円

産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産した場合
１児につき４８万８千円(※)

産科医療保障制度に加入の医療機関等で妊娠週数：２２週未満で出産した場合

※令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円、令和3年12月31日以前の出産の場合は40万4千円


	スライド 1: タムラ製作所健康保険組合
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4

